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新潟市みどりの田園クレジット販売募集要項 

 
１．趣旨 

 
本募集要項は、水稲栽培における中干し期間の延長を通じて取得した J-クレジット（以下「新潟

市みどりの田園クレジット」という。）を販売するにあたり、販売単価、募集期間等の詳細事項を「新

潟市みどりの田園クレジット販売要領」に基づき、定めたものです。 

 
２．販売概要 

 

購入対象者 

 市内に本社、本店、支店、営業所もしくは工場等（以下「本社等」という。）

を有する法人（市内の住所が確認できるものに限る）であり、本市の市税

を完納していること。 
 購入申込時において、市内に本社等を有していない法人で、今後市内に本

社等を新設又は移設予定の法人であること。 

販売数量 

424 t-CO2 

＜クレジット創出地域の内訳＞ 

北 区：203 t-CO2  秋葉区：7 t-CO2  南 区：60 t-CO2 

西 区：27 t-CO2   西蒲区：127 t-CO2 

販売単位  30 t-CO2（1 口） 

最低販売単価  7,000 円/t-CO2（税込） 

募集期間 令和 8 年 5 月 11 日（月）～6 月 12 日（金） 

購入者の決定 

 「４．評価基準」により当該申込の内容を新潟市 J-クレジット普及推進

協議会（以下「協議会」という。）が審査の上、評価点が高いものから順

に購入候補者を決定します。 

  ※同点の場合は、購入希望単価が高い者を優先します。 

 上位の購入候補者から順に、新潟市みどりの田園クレジットを販売しま

す。なお、販売数量の調整方法につきましては、p.6 をご覧ください。 
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３．購入手続き 
 
（１）新潟市みどりの田園クレジット購入の流れ 

 以下のフローは、「新潟市みどりの田園クレジット販売要領」に規定する購入申込～使用後報告の

流れを示したものです。 

 

 
購入希望者 新潟市・協議会 

① 

【購入申込】 

・協議会 HP より申込書類の様式をダウンロー

ドし、必要事項を記入の上、添付書類とあわ

せて提出します。 

 

 

②  

【審査】 

・募集期間終了後、評価基準に基づき、申込内

容を審査します。 

・追加書類の提出を依頼することがあります。 

③  

【販売可否決定通知・契約書送付】 

・申込者に販売可否の決定通知を行います。 

・購入決定者には契約書を送付します。 

④ 
【契約手続き】 

・クレジット売買の契約取交わしを行います。 
 

⑤  
【納入通知書送付】 

・購入数量に基づく納入通知書を発行します。 

⑥ 

【売買代金の納付】 

・納入通知書記載の指定期日までに代金を納付

します。 

 

⑦  

【移転・無効化】 

・代金納付確認後、新潟市みどりの田園クレジ

ットの移転又は無効化手続きを行います。 

⑧  

【証明書の発行】 

・新潟市みどりの田園クレジット購入の証明書

を発行します。 

⑨ 

【新潟市みどりの田園クレジットの使用】 

・購入申込時に検討した内容に基づき、新潟市

みどりの田園クレジットを使用します。 

 

⑩ 
【使用後報告】 

・クレジット使用後、使用内容等を報告します。 
 

⑪  

【プレス発表・HP 掲載】 

・購入者の意向を踏まえた上で、プレス発表、

協議会 HPへの掲載を行います。 

 ※時期は前後する場合があります。HP 掲載イメージは

p.12 をご覧ください。 
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【注意事項】 

・販売に関する情報は、適宜、協議会ホームページでお知らせします。また、申込書様式等も同ホー

ムページよりダウンロードいただけます。 

https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoku_hana/shisetsuannai/nougyokasseika/jigy

o/j-credit/midorinodenen_credit.html 

・申込書類受理後、販売可否決定までは、募集締切日から概ね１カ月程度の審査期間を要します。た

だし書類に不備（書き間違い、書類添付漏れ等）がある場合は、上記の審査期間の限りではありま

せん。 

・新潟市みどりの田園クレジット購入にあたり、J-クレジット登録簿で口座開設を希望される場合、

口座開設方法等につきましては、J-クレジット制度事務局 HP をご確認ください。 

・農業由来クレジットである新潟市みどりの田園クレジットは、カーボン・オフセットなどに活用

いただけます。ただし、活用先のルール変更等により取扱いが異なる場合がありますので、活用検

討におかれましては、必要に応じて各活用先の最新情報をご確認ください。 

 

クレジット活用方法の例 
新潟市みどりの田園 

クレジット 

温対法※1での報告 

（排出量・排出係数調整） 
○ 

省エネ法※2での報告 × 

カーボン・オフセットでの活用 ○ 

GX リーグ※3における排出量実績の報告 ○ 

CDP※4質問書での報告 × 

SBT※5での報告 × 

RE100※6での報告 × 

SHIFT※7事業の目標達成 ○ 

経団連カーボンニュートラル行動計画の

目標達成 
○ 

    
  出典：J-クレジット制度事務局 HP (https://japancredit.go.jp/case/outline/) 
 
  ※1 地球温暖化対策の推進に関する法律 

  ※2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 

 ※3 カーボンニュートラルへの移行に向けた挑戦を果敢に行い、国際ビジネスで勝てる企業群が、GX（グリーントランス

フォーメーション）を牽引する枠組み 

 ※4 投資家向けに企業の環境情報の提供を行うことを目的とした国際的な環境 NGO 

 ※5 パリ協定が求める水準と整合した企業の温室効果ガス排出削減目標 

 ※6 事業活動で使用する電力を、全て再生可能エネルギー由来の電力で賄うことをコミットした企業が参加する国際的な

枠組み 

 ※7 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業 

 

https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoku_hana/shisetsuannai/nougyokasseika/jigy
https://japancredit.go.jp/case/outline/
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（２）提出書類 

 購入申込時等に必要な提出書類は以下のとおりです。なお、購入申込書、購入計画書及び使用後報

告書については、「新潟市みどりの田園クレジット販売要領」で様式を定めています。 

 

提出時点 提出書類 提出期限 

購入申込時 

 購入申込書（様式第１号） 

 購入計画書（１）（様式第２号） 

 購入計画書（２）（様式第３号） 

 法人の規約・定款の写し 

 新潟市内に本社、本店、支店もしくは営業所を有する法

人にあっては、納税証明書（未納が無い旨記載されたも

の）※コピー、電子データでも可 

 購入申込時において、新潟市内に本社、本店、支店もし

くは営業所のいずれも有していない法人で、今後、新潟

市内に本社、本店、支店もしくは営業所を新設又は移設

予定の法人にあっては、土地売買・賃貸借契約書（案）、

建物建築請負契約書（案）、建物売買・賃貸借契約書（案）

など 

 その他必要に応じて協議会長が求める書類 

暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書 

令和 8 年 6 月 12 日 

契約締結 

 契約書 

※購入者として決定した場合、販売可否の決定通知と

併せて契約書を送付しますので、捺印の上、返送くださ

い。 

－ 

使用後報告 

 使用後報告書（様式第８号） 

 （カーボン・オフセットに活用した場合）使用した商品

やイベント等の概要が確認できる資料 

クレジットを使用し

た年度の年度末 

 

 

【注意事項】 

・書類提出先は、以下のとおりです。提出は持参、郵送又は電子メールのいずれかで受け付けます。 

 

〒950-1406  新潟市南区東笠巻新田 3043 番地 1 

新潟市農業活性化研究センター（新潟市 J-クレジット普及推進協議会事務局） 

TEL: 025-362-0151  E-mail: nogyoken@city.niigata.lg.jp 

 
・納税証明書については、市役所・区役所の税窓口で「新潟市制度用」と申請してください。 

  その際には以下の事項にご注意ください。 

・一ヶ月以内に納税(口座振替を含む)した方は、納税したことが確認できない場合

がありますので、お手数でも必ず領収書または口座振替された通帳の写しをお持ち

ください。 

申請書・委任状書式：新潟市証明関係アドレス（『新潟市 証明の種類』で検索）

http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/shoumei_eturan/shurui_tesuuryou.html 

mailto:nogyoken@city.niigata.lg.jp
http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/shoumei_eturan/shurui_tesuuryou.html
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４．評価基準 
 

 購入申込みがあった場合は、以下の評価基準により採点し、販売の可否を判断します。 
 

評価項目 評価基準 

ア 購入者の所在地 

・新潟市内に本社、本店を有する 

・購入申込時において、新潟市内に本社等を有しておらず、今後、新潟市内

に本社等を新設又は移設予定である 

・新潟県内に本社、本店があり、市内に支店、営業所もしくは工場等を有す

る 

・新潟県外に本社、本店があり、市内に支店、営業所もしくは工場等を有す

る 

イ 

温 室 効 果 ガ ス

（GHG）排出量の算

定、削減目標の設

定等 

・自社の GHG 排出量を算定し、GHG 排出削減目標を設定、かつ公開している 

・自社の GHG 排出量を算定し、GHG 排出削減目標を設定している 

・自社の GHG 排出量を算定している 

・自社の GHG 排出量を算定していない 

ウ 
クレジットの 

購入単価 
・購入希望単価に応じて点を設定 

エ クレジットの用途 

・脱炭素の推進に効果が期待できる用途： 

自社 GHG 排出量のオフセット、クレジット付加商品の販売など 

・脱炭素の推進に効果が期待できない用途：クレジットの転売、未記載など 

オ 

環境配慮の事業者

認定 

省エネ化に関する

補助金活用実績 

・新潟市環境優良事業者等認定制度（ＯＮＥカンパニー制度）※1の 

認定事業者 

・新潟市中小企業生産性向上・グリーン設備投資補助金（R4～R6）、 

 新潟市省力化・省エネ化補助金※2（R7～）活用者 

・上記非該当（認定事業者でない、かつ補助金活用実績なし） 

  

  

【注意事項】 

※１ 環境分野におけるさまざまな課題解決に向け、持続可能な開発目標（ＳＤＧ

ｓ）の環境関連のゴールやターゲットを意識し、積極的に取り組む新潟市内の

事業者等を、環境優良事業者等に認定する制度です。詳細につきましては、ホ

ームページをご覧ください。 

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/gomi/jigyousha/jigyokei/kankyoyuryojigyosha

/seidogaiyo.html 

 

 ※２ 中小製造業、物流業の事業者向けに省力化・省エネ化に資する生産設備やデジ

タル技術（ソフトウェア・システム等）の導入に要する費用の一部を補助する

制度です。詳細につきましては、ホームページをご覧ください。 
 
https://www.city.niigata.lg.jp/business/kigyo/shienseido_setsubi/shouryokuka.html 

 

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/gomi/jigyousha/jigyokei/kankyoyuryojigyosha
https://www.city.niigata.lg.jp/business/kigyo/shienseido_setsubi/shouryokuka.html
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５．販売数量の調整 

 
 クレジットは、審査結果に基づき、評価点の高い購入希望者から順に販売します。販売残数量が下

位の購入候補者の購入希望数量に満たなかった場合は、購入希望者の意向を確認し、調整の上決定

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（販売予定数量） 

販売数量 424 t-CO2 不足分 

 

（購入希望数量） 

 評価点上位                                       評価点下位 

 

Ａ社 

60t-CO2 

Ｂ社 

120t-CO2 

Ｃ社 

90t-CO2 
… 

Ｎ社 

30t-CO2 

Ｏ社 

30t-CO2 

Ｐ社 

30t-CO2 

   購入希望数量合計：660t-CO2（Ａ社 60t-CO2、Ｂ社 120t-CO2、Ｃ社 90t-CO2、Ｄ～Ｐ社 各 30t-CO2） 

 

  （販売数量調整後） 

Ａ社 

30t-CO2 

Ｂ社 

30t-CO2 

Ｃ社 

30t-CO2 
… 

Ｎ社 

30t-CO2 

Ｏ社 

4t-CO2 

Ｐ社 

0t-CO2 

    

    評価点上位のＡ社から順に 30t-CO2 を割り当て 
 
 
 
    ・Ｏ社の意向確認の上、販売残数量 4t-CO2 でも購入希望意向があればＯ社に販売 

 ・Ｏ社が購入辞退した場合は、次点のＰ社に購入意向を確認 

 

 

 

 

【例１】販売数量 424 t-CO2 を購入希望数量合計が上回り、全ての購入申込者に 30t-CO2（1 口）が

行き渡らない場合 

＜販売数量の調整方法＞ 

 ① 購入希望数量の大小に関係なく、はじめに評価点上位の購入候補者から順に 30t-CO2（1 口）ず

つを割り当てます。 

 ② ①で全ての購入申込者に 30t-CO2（1口）が行き渡らない場合、残数量について下位の購入候補

者の意向を確認した上で販売します。【例１】 

 ③ ①で全ての購入申込者に 30t-CO2（1 口）を割り振ることができ、なおも残数量がある場合は、

上位の購入候補者から順に購入希望数量に応じて残数量を追加で割り当てます。【例２】 
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（販売予定数量） 

販売数量 424 t-CO2 不足分 

 

（購入希望数量） 

 評価点上位                                        評価点下位 

 

Ａ社 

60t-CO2 

Ｂ社 

300t-CO2 

Ｃ社 

120t-CO2 

Ｄ社 

90t-CO2 

Ｅ社 

30t-CO2 

Ｆ社 

30t-CO2 

   購入希望数量合計：630t-CO2 

 

  （販売数量調整後） 

Ａ社 

60t-CO2 

Ｂ社 

244t-CO2 

Ｃ社 

30t-CO2 
… 

Ｆ社 

30t-CO2 

    

    ① 評価点上位のＡ社から順に 30t-CO2 を割り当て（Ａ～Ｆ社計 180t-CO2） 

    ② ①で割り当てた後の残数量 244t（424－180 = 244t-CO2）について、上位の購入候補者から順に

購入希望数量に応じて残数量を追加で割り当て 

           ⇒ Ａ社には①で割り当てた 30t-CO2 に加え、追加で 30t-CO2 を割り当て（計 60t-CO2） 

       Ｂ社には  〃  、追加で残数量全て 214t-CO2 を追加で割り当て（計 244t-CO2） 

       ※Ｂ社より下位の購入候補者については、残数量が 0t-CO2 となるため、追加の割り当てなし 

 
 

 
 

（販売予定数量） 

販売数量 424 t-CO2 

 

（購入希望数量） 

 評価点上位               評価点下位 

 

Ａ社 

30t-CO2 

Ｂ社 

30t-CO2 
… 

J 社 

30t-CO2 

残数量 

124t-CO2 

 

Ａ～Ｊ社（10 社）の希望数量通り販売 
※Ａ～Ｊ社への販売数量 300 t-CO2 

 
 ・評価点の高い購入候補者（Ａ社）から順に個別に追加購入の意向を確認 

  ※追加購入意向確認時は、販売数量の上限設定はなし 

 ・Ａ社に残数量全ての購入希望があれば、130t-CO2 を販売 

 ・Ａ社追加購入後、なおも残数量がある場合は次点のＢ社に追加購入の意向を確認 

【例３】販売数量 424 t-CO2 に対して、購入希望数量の合計が 424 t-CO2 を下回った場合 

【例２】販売数量 424 t-CO2 を購入希望数量合計が上回るケースで、全ての購入申込者に 30t-CO2（1

口）を割り振ることができ、なおも残数量がある場合 
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６．クレジットの創出地域 
 
 今回販売するクレジットの創出地域の内訳は、p.1 の「２．販売概要」の販売数量の欄に記載のと

おりです。購入を検討されているクレジットについて、創出地域の希望がある場合、審査結果に基づ

き、評価点の高い購入希望者から順に、希望地域のクレジットを優先して割り当てます。このため、

審査結果で下位の購入候補者となった場合、希望される地域のクレジットが割り当てられない可能

性があります。なお、クレジット創出地域の割り当ては、購入者の決定後に行うものであり、創出地

域の希望先や希望有無が購入者の決定に影響を与えることはありません。 

 

 

 

 

（販売予定数量） 

西蒲区 創出分クレジット 

 127 t-CO2 
不足分 

 

（西蒲区創出分クレジットの購入希望数量） 

評価点上位                                              評価点下位 

 

Ａ社 

30t-CO2 

Ｂ社 

30t-CO2 

Ｃ社 

30t-CO2 

Ｄ社 

30t-CO2 

Ｅ社 

30t-CO2 

Ｆ社 

30t-CO2 

 

 

【例１】西蒲区で創出されたクレジット 127 t-CO2 に対して、購入を希望した 6者の希望数量合計が 

180 t-CO2 であった場合 

①Ａ、Ｂ社の希望通り、 

西蒲区で創出された 

クレジットを各々販売 

②西蒲区で創出されたクレジット 

7t-CO2 に加え、残りの 23t-CO2 は 

他区のクレジットを割当て 

③他区で創出されたクレジット 

30t-CO2 を割当て 

【発行される購入証明書のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② 

③ 

内訳欄には、購入したクレジットの創出地域 

及び農業者が記載されます 
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  他に競合がなければ、南区で創出されたクレジット 10t-CO2 を割り当てた上で、残りの 20t-CO2 は他区の

クレジットを割り当てます（例１のＣ社と同様の扱いになります）。 

 

 

 

  

【例２】購入希望数量に対して、希望する地域が創出したクレジットの数量が下回る場合 

 ・クレジットは 30t-CO2 を購入希望 

 ・希望する南区が創出したクレジットが 10t-CO2 の場合 

【購入者の決定～クレジット創出地域の割り当ての流れ】 

 

 

 

 

 

 

評価基準に基づく 

申込内容の審査 

購入者・ 

販売数量の決定 

クレジット創出 

地域の割り当て 

販売可否決定通知 

契約手続きへ 

p.5「4 評価基準」参照 

…
 

…
 

p.6「5 販売数量の調整」参照 

…
 

p.8「6 クレジットの創出地域」参照 
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７．提出書類の記載例 

 

様式第１号（第５条関係） 

 

令和○年 ○月 ○日 

（あて先）新潟市 J-クレジット普及推進協議会長 

 

（所在地）新潟市南区東笠巻新田 3043 番地 1 

 

（法人名称及び代表者の氏名） 

 株式会社○○○○新潟支店 支店長 ○○ ○○ 印 

 

新潟市みどりの田園クレジット購入申込書 

 

  新潟市みどりの田園クレジットについて、次のとおり関係書類を添えて購入申込書を提出します。 

 

 

 

 添付書類 

 １ 新潟市みどりの田園クレジット購入計画書（１）（様式第２号） 

 ２ 新潟市みどりの田園クレジット購入計画書（２）（様式第３号） 

 ３ 法人の規約・定款の写し 

 ４ 新潟市内に本社等を有する法人にあっては、納税証明書（未納が無い旨記載されたもの） 

 ５ 購入申込時において、新潟市内に本社等を有していない法人で、今後、新潟市内に本社等を新設

又は移設予定の法人にあっては、土地売買・賃貸借契約書（案）、建物建築請負契約書（案）、建

物売買・賃貸借契約書（案）など 

 ６ その他必要に応じて協議会長が求める書類 

 

  

購入希望者（契約者）の法人名称

及び代表者氏名を記載 

代表者印を押印 
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様式第２号（第５条関係） 
 

新潟市みどりの田園クレジット購入計画書（１） 
 

１ 
購入希望者 

（契約者） 

法人名 
株式会社○○○○新潟支店 

【設立年月：H○年○月】 

代表者名 支店長 ○○ ○○ 

所在地 
〒○○○－○○○○ 

新潟市○○区○○ 

電話番号 ○○○－○○○－○○○○ 

担当者 

所属・氏名 総務部 ○○ ○○ 

電話番号 ○○○－○○○－○○○○ 

FAX ○○○－○○○－○○○○ 

電子メール ○○○＠○○○ 

２ 法人情報 

※新潟市内に本社又は本店を有する法人で、項目１の購入希望者欄と同一内容の場合、項

目２は省略可とします。 

法人名 
株式会社○○○○ 

【設立年月：H○年○月】 

代表者名 代表取締役 ○○ ○○ 

所在地 
〒○○○－○○○○ 

東京都○○○○ 

電話番号 ○○○－○○○－○○○○ 

担当者 

所属・氏名 経営企画部 ○○ ○○ 

電話番号 ○○-○○○○－○○○○ 

FAX ○○-○○○○－○○○○ 

電子メール ○○○＠○○○ 

３ 法人概要 
従業員数 5,000 人 資本金 10 億円 

売上高 800 億円 経常利益 50 億円 

４ 
申込資格 

（□に✓を入れてください） 

☑ 新潟市みどりの田園クレジット販売要領第 3 条第 3 項各号のいずれにも該当しませ

ん。 

５ 

移転・無効化 

（いずれかに✓を入れてく

ださい） 

☑ J-クレジット登録簿に口座を保有又は、今後保有する予定があるので、指定する保

有口座に移転を希望 

□ J-クレジット登録簿に口座を保有していないので、無効化を希望 

６ 
プレス発表等に 

関する希望 

※希望する公表内容、公表時期がありましたらご記入ください。 

 公表内容：社名、購入量、クレジット活用用途 

 公表時期：R○年○月下旬を希望 

７ 

協議会ホームページでの 

掲載方法 

（いずれかに✓を入れてく

ださい） 

☑ 社名等の固有名詞を、ホームページで公表することを希望 

□ 社名等の固有名詞を、ホームページで公表しないことを希望 

８ 活動概要 

※事業内容、活動拠点等をご記入ください 

業種：菓子の製造販売事業 

 製造拠点：全国 4 工場（○○工場、△△工場、□□工場、××工場） 

 営業拠点：全国 5 支店（○○、△△、□□、××、◇◇） 

 詳細は添付の会社案内パンフレット参照 

 
 

購入希望者（契約者）が支店もしくは

営業所の場合、「法人情報」には本社、

本店の情報を記載 
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様式第３号（第５条関係） 

 

新潟市みどりの田園クレジット購入計画書（２） 

１ 

新潟市内の 

拠点所在地 

（該当項目に✓の上、所

在地をご記入ください） 

☑ 新潟市内に本社又は本店を有する 

（本社又は本店の所在地） 

 〒○○○－○○○○ 

  新潟市○○区○○ 

□ 購入申込時において、新潟市内に本社等を有しておらず、今後、新潟

市内に本社等を新設又は移設予定である 

（新設又は移設予定の拠点所在地） 

 〒 

  新潟市  区 

□ 新潟県内に本社又は本店があり、新潟市内に支店、営業所又は工場等

を有する 

（新潟市内の支店、営業所又は工場等の所在地） 

 〒 

  新潟市  区 

□ 新潟県外に本社又は本店があり、新潟市内に支店、営業所又は工場等

を有する 

（新潟市内の支店又は営業所の所在地） 

 〒 

  新潟市  区 

２ 

温室効果ガス（GHG） 

排出量算定、排出削減目

標設定状況 

（該当項目に✓を入れて

ください） 

☑ 自社の GHG 排出量を算定し、排出削減目標を設定、かつ削減目標を 

公開している 

□ 自社の GHG 排出量を算定し、排出削減目標を設定している 

□ 自社の GHG 排出量を算定しているが、排出削減目標は設定していない 

□ 自社の GHG 排出量を算定していない 

※排出削減目標を自社ホームページ等で公開している場合は、その公開資料を添付

してください。 

３ 

購入希望単価 7,000 円/トン（t-CO2）（税込） 

購入希望量 60 トン（t-CO2） 

クレジットの創出地域の

希望有無 

☑希望あり （ ○○ ）区 

□希望なし 

 

 

４ 

 

 

クレジットの用途 

使用者 株式会社○○○○ 

使用内容 

当社の販売商品である○○の製造・生産過程等で発生する CO2

排出量の一部（○○年度）をオフセットするため。 

・製造・生産過程での CO2 排出量：○○ t-CO2 

・オフセット量：100 t-CO2（オフセット比率 ○%） 

使用時期 ○○年○月 

５ 

 

環境配慮の事業者認定・ 

脱炭素化に関する補助金

活用実績 

（該当項目に✓を入れて

ください） 

新潟市環境優良事業者等認定制度において、 

☑ 環境優良事業者等の認定を受けている 

□ 環境優良事業者等の認定を受けていない 

補助金活用実績 

☑ 新潟市中小企業生産性向上・グリーン設備投資補助金（R4～R6） 

□ 新潟市省力化・省エネ化補助金（R7-） 

①3R 推進部門、②ゼロカーボン

部門、③食品ロス削減部門のい

ずれか（部門は問いません）で

認定を受けていれば✓ 

排出削減目標を公開している場合

は、その公開資料を添付 

最低販売単価以上の金額を税込で

記載 

30t（1 口）の販売単位で記載 

用途が複数ある場合は、全て記載 
p.1 記載のクレジット創出地域 

から、希望があれば選択 
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８．協議会ホームページでの購入実績掲載イメージ 

 

 

 

購入計画書において、社名等を非

公表で希望された場合、購入数量

を除き、企業名及び用途の欄は

「非公表」として掲載します 


